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Q３７ 換気扇を設置するために外壁に勝手に穴を開けた組合員がいます。

どのように対応すれば良いですか。

Ａ 外壁は共用部分であるため、勝手に穴を開けることはできません。管理組

合としては、厳重に注意するとともに原状回復させるのが原則です。特に構

造耐力に影響を及ぼすような場合は、早急に対応する必要があります。

区分所有者が外壁に穴を開け、配線・配管等を通して壁にバランス釜（風

呂釜）を取り付けたことに対し、管理組合が原状回復などを求めた裁判例

（東京地判 平成３年３月８日）があります。これは、管理組合の主張が認

められた例ですが、判決理由は概ね次のとおりです。

①区分所有法第５７条の定める「行為の除去」は、現実に有害な行為に限

らず、有害となる恐れがある場合も含まれる。

②共用部分の変更は、集会の特別決議によりなされ、独自の判断で行うこ

とは認められていない。

③勝手に共用部分に変更を加えることは、現実に建物に有害でなくとも共

用部分に変更を加えること自体が有害となる恐れがあるため、区分所有

法第６条の建物の管理、使用に関して共同の利益に反する行為に当たる。

●関連法等

区分所有法 第６条（区分所有者の権利義務等）

第５７条（共同の利益に反する行為の停止等の請求）

第５８条（使用禁止の請求）

第５９条（区分所有権の競売の請求）
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